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「
全
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！

筒井 作郎
野市町西野
　56-1633

藤田 定治
香我美町山北

　54-3429

宗圓 良一
夜須町上夜須

　55-0492

松井 美予子
赤岡町

　55-1401

島﨑 則彦
吉川町吉原
　54-4083

春の行政相談週間（５月21日～27日）行政相談所を開設しますので
お気軽にご相談ください。

■開設日時

　◆午前10時～午後３時

　５月１日（火）　のいちふれあいセンター

　　　10日（木）　吉川総合センター

　　　11日（金）　夜須福祉センター

　　　22日（火）　香我美保健福祉センター

　　　24日（木）　のいちふれあいセンター

　◆午前10時～正午

　５月24日（木）　赤岡支所
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香南市の行政相談委員は５人です

　人権擁護委員は、住民の皆さんが人権の侵害を受けるこ

とのないよう絶えず見守り、もしトラブルがあったときに

は、相談相手となり法務局と連携して事実関係の調査など

を行います。

　また、委員はお互いの人権を尊重する心をはぐくみ、差

別のない明るい社会を築くためのさまざまな人権啓発活

動も行っています。もし、家庭内のもめごとや隣近所との

トラブル、いじめ差別など、人権に関する困りごとや悩み

がありましたら、お気軽に法務局やお近くの人権擁護委員

にご相談ください。無料、秘密厳守で解決する方法を一緒

に考えます。

■問い合わせ

高知地方法務局(香美支局)

〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1-4-10  土佐山田地方合同庁舎 　52-3049 

 香南市の人権擁護委員

　氏　名

山下　壽雄

本吉　伸充

久武美智子

山﨑　文子

恒石　　隆

中村　洋子

濵口　幸子

藤田　悠二

西　　一明

上田　雪枝

頼光　章夫

光江　勝彦

岡本　　一

増井　英彦

    住　所

    赤岡町

香我美町中西川

香我美町岸本

野市町大谷

野市町中山田

野市町西野

野市町中ノ村

夜須町出口

夜須町夜須川

夜須町坪井

吉川町吉原

人権擁護委員制度をご存じですか？
６月１日は「人権擁護委員の日」です

【日　時】　６月１日（金）

        　午前10時～午後３時

【場　所】　のいちふれあいセンター

地域の声を行政に伝えるために地域の声を行政に伝えるために

■地域審議会への問い合わせ　企画課地域振興係 　57-8503

■赤岡地区委員

会　長：門田土佐雄

副会長：垣本昌子

久武恵一・久保寿男

島崎信将・杉村信夫

北代正彦・高木直之

今井明美・松井美予子

■香我美地区委員

会　長：山本邦雄

副会長：別役博子

長崎正弘・中内　寛

山本美代・足達真奈美

野村　裕・岡村　彰

中谷真明・別役伸二郎

■吉川地区委員

会　長：増井英彦

副会長：喜井道子

西村政吉・中元美世

野村京子・西村一彦

小串武士・北村　佶

北本洋介・野村　操

■夜須地区委員

会　長：松山　好

副会長：田中たい子

西内さおり・濱口涼子

溝渕成海・公文　毅

永野　勉・丸岡克典

高橋　泰・野本修身

-赤岡地区-

●新庁舎の建設については、次の合併も視野に入れ

　無駄のない投資を。

●耕作放棄地などの有効利用について行政の支援

　を要する。…など

-４地区共通の意見-

●新市で行う旧町村の事業の進行状況

　と今後の予定は。

●中期財政計画について事業の見直し

　と適正化への取り組みを。

                         …など

-香我美地区-

●県立城山高校が廃校にならないよう行政として

　も支援を。

●企業誘致にも積極的に取り組んでいくべき。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…など

-夜須地区-

●香南ケーブルＴＶの加入率を上げる努力が必要。

●子どもたちを教育面で育てていく事業を。…など

-吉川地区-

●津波避難施設の整備が必要。

●地主不在の土地の管理対応を検討すべき。…など

地域審議会が行われています！

　地域審議会は、合併による行政区域の拡大

で、地域の声が届きにくくなる不安を解消するため平

成27年までの10年間、開催されます。

　地域の実情と住民の声を反映させた、住みやすいま

ちづくり実現のため、協議を行っていきます。

　本庁舎のある野市町を除く、赤岡・香我美・夜須・吉

川の旧町村に各10人の地域審議会委員が委嘱され、住

民とのパイプ役を務めています。現在の委員の任期は

２年間で、平成20年３月までとなっています。

▼平成18年度に出された主な意見は次のとおりです。　　　（地域審議会地区委員…平成19年４月１日現在）

平成18年度 平成19年度各地区で２回の審議会が開催され、

委員は住民からよせられた意見や、香南市振

興計画、今後の行財政計画などについて協議

を行いました。

審議会で協議された内容や意見は、

市長および関係各課で検討されたうえ、施策

に反映していきます。審議会は今年度も２回

以上の開催を予定しています。


